
（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

社会福祉総務費 619,619 429,678 0 1,183 188,758

社会福祉施設費 72,561 0 0 0 72,561

重度心身障がい者医療給付費 108,263 39,072 0 28,996 40,195

老人福祉費 55,769 797 0 5,601 49,371

介護保険費 464,310 28,093 0 0 436,217

福祉センター管理費 153,812 0 54,800 49,100 49,912

国民健康保険費 254,325 116,740 0 0 137,585

後期高齢者医療費 489,376 134,890 0 0 354,486

小計 2,218,035 749,270 54,800 84,880 1,329,085

児童福祉総務費 7,891 0 0 0 7,891

子ども・子育て支援費 1,688,047 937,878 65,600 19,774 664,795

ひとり親家庭医療給付費 20,318 9,692 0 1,103 9,523

保育所費 70,193 2,947 1,400 42,773 23,073

子ども医療費 34,485 17,242 0 4,406 12,837

小計 1,820,934 967,759 67,000 68,056 718,119

保健衛生総務費 18,418 0 0 0 18,418

保健衛生普及費 168,897 2,970 0 0 165,927

予防費 84,343 0 0 0 84,343

小計 271,658 2,970 0 0 268,688

4,310,627 1,719,999 121,800 152,936 2,315,892

　職員の人件費等は経費から除外しています。
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地方消費税を充てる社会保障関係事業に要する経費(令和２年度決算)

　平成26年４月１日からの消費税率引上げに伴う地方消費税率引上げ分は社会保障施策に要する経費
へ充てられます。

　令和２年度地方消費税交付金651,041千円（決算額）のうち、引上げ分（社会保障財源分）336,479
千円は、次のとおり社会保障施策に要する経費の一般財源分に充当しています。

区分 経費
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